
○東京藝術大学職員の再任用に関する規則 
 

改正  平成17年12月15日  平成18年３月31日 

平成19年３月28日  平成20年３月27日 

平成20年10月17日  平成21年３月30日 

平成21年６月25日  平成21年12月１日 

平成22年３月30日  平成22年12月１日 

平成23年３月29日  平成23年７月８日 

平成24年３月30日  平成25年３月28日 

平成25年10月24日  平成26年４月１日 

平成26年12月１日  平成27年３月27日 

平成27年５月14日  平成28年３月３日 

平成28年３月24日  平成29年３月２日 

平成30年３月15日  平成31年３月20日 

令和２年３月26日  令和３年３月18日 

令和４年６月23日  令和６年３月28日 

令和７年３月27日  令和８年３月26日 

 

（目的） 

第１条 この規則は、東京藝術大学職員就業規則（以下「就業規則」という｡)第２

条第３項に基づき、同規則第23条の規定により再任用された職員（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という｡)及び同規則第23条の２の規定により再任用され

た職員（以下「暫定再任用職員」という｡)の就業その他の必要な事項について定

めることを目的とする。 

２ この規則に定めのある場合のほか、労働基準法（昭和22年法律第49号。以下 

「労基法」という｡)及びその他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 定年前再任用短時間勤務職員は、短時間勤務職員（職員の１週間当たりの

通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員でその職務が当該短時間勤務の職員と

同種のものを占める職員の通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以

下同じ｡)とし、暫定再任用職員はフルタイム勤務職員と短時間勤務職員とする。 

（規則の遵守義務） 

第３条 再任用職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。以

下同じ｡)は、それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守しなければならない。 

（再任用） 

第４条 学長は、満60歳に達した日以後における最初の３月31日以後、定年前に東

京藝術大学職員就業規則第20条1項の規定により退職した者、同第21条第１項の

規定により退職した者及び同第22条の規定により勤務した後退職した者（いずれ

も年度末年齢が満65歳未満の者に限る。）(東京藝術大学における大学教員の任

期に関する規則第５条の規定に基づき定められた任期の満了に伴い退職した者及

び教授、准教授、講師を除く｡)から再任用の申し出があった場合には、就業規則

第24条及び第25条第１項に掲げる解雇事由に該当しない者については、１年を超

えない範囲内で任期を定め、再任用するものとする。ただし、その者が従前の勤

務成績等に基づく選考基準の適用を受ける場合は、当該基準を満たす者に限り、
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再任用するものとする。 

（任期の更新） 

第５条 学長は、前条の規定により再任用された再任用職員又は本条の規定により

更新された再任用職員から任期更新の申し出があった場合には、就業規則第24条

及び第25条第１項に掲げる解雇事由に該当しない者については、１年を超えない

範囲内で更新するものとする。ただし、その者が従前の勤務成績等に基づく選考

基準の適用を受ける場合は、当該基準を満たす者に限り、更新するものとする。 

（任期の末日） 

第６条 第４条及び前条の任期については、その末日は、再任用された職員が満65

歳に達する日以後における最初の３月31日以前とする。 

（文書の交付） 

第７条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に文書を交付しな

ければならない。ただし、第４号に該当する場合において、文書の交付によらな

いことを認めるときは、その他適当な方法をもって文書の交付に代えることがで

きる。 

（１）再任用を行う場合 

（２）再任用の任期を更新する場合 

（３）再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合 

（４）再任用の任期の満了により職員が退職する場合 

（勤務時間） 

第８条 フルタイム勤務職員の勤務時間は、常勤職員の例に準じ、１週間につき38

時間45分、１日につき７時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。 

２ 短時間勤務職員の勤務時間は、１週間につき15時間30分から31時間、１日につ

き７時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。 

３ 学長は、再任用職員に対して、前２項により定めた勤務時間の内容（始業及び

終業の時刻、休憩時間等を含む｡)について、文書を交付することにより通知する

ものとする。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第９条 再任用職員の週休日（勤務時間を割振らない日）は、４週間ごとの期間に

つき８日以上とする。 

２ 学長は、前項の期間につき、前条に規定する勤務時間を超えない範囲内におい

て、勤務時間の割振りを定めた場合には、文書を交付することにより速やかにそ

の内容を明示するものとする。 

（有給休暇） 

第１０条 再任用職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、

常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の

当該年における在職期間に応じ、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間数が同一である職員にあっては別表第１の下欄に掲げる１週間の勤務日の

日数の区分ごとに定める日数とし、上記以外の短時間勤務職員にあっては別表第

２の下欄に掲げる１週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。 

（休暇の単位） 



第１１条 再任用職員の病気休暇及び特別休暇の付与単位は、必要に応じて１日、

１時間又は１分を単位として取扱うものとする。 

２ 年次有給休暇の付与単位は、１日とする。ただし、再任用職員が年次有給休暇

を取得しようとする場合において、特に必要があると認められたときは、半日又

は１時間を単位とすることができるものとする。 

３ １時間を単位とする年次有給休暇を取得する場合の年次有給休暇の残日数につ

いて、時間未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。 

４ 勤務日ごとの勤務時間数が異なる再任用職員については、当該再任用職員に割

り振られた一の年度における１日平均勤務時間数をもって１日とする。 

５ １時間を単位とする年次有給休暇は、一の年において原則として５日の範囲内

で取得できるものとする。 

６ 第２項の規定において半日を単位として年次有給休暇を取得できる者は、フル

タイム勤務職員に限る。この場合において、半日単位の年次有給休暇は、勤務時

間等規則第５条から第６条に規定する休憩時間の前後に割り振られた勤務時間の

うちいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに取得できるものとす

る。 

（俸給の決定） 

第１２条 フルタイム勤務職員の俸給は、別表第３の各俸給表に掲げる俸給月額の

うち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 短時間勤務職員の俸給は、その者の属する職務の級に応じた俸給月額に、その

者の１週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務職員の１週間当たりの勤務時間で

ある38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。 

（昇給） 

第１３条 再任用職員は、昇給しないものとする。 

（給与の種類） 

第１４条 再任用職員に支給される手当は次に掲げるとおりとする。 

（１）俸給 

（２）諸手当 

 イ 大学院調整額 

ロ 地域手当 

ハ 通勤手当 

ニ 住居手当 

ホ 単身赴任手当 

ヘ 主幹教諭手当 

ト 義務教育等教員特別手当 

チ 教職調整額 

リ 教員特殊業務手当 

ヌ 教育実習等指導手当 

ル 教育業務連絡指導手当 

ヲ 超過勤務手当 

ワ 休日給 



カ 夜勤手当 

ヨ 期末手当 

タ 勤勉手当 

（諸手当） 

第１５条 再任用職員については、次の各号に掲げる場合を除き、前条に定める諸

手当の支給に関しては、東京藝術大学職員給与規則（以下「給与規則」という｡)

に定める常勤職員の例に基づくものとする。 

（１）短時間勤務職員に対する大学院調整額は、給与規則第22条第３項の規定に基

づき算出した額に、その者の１週間の勤務時間をフルタイム勤務職員の１週間

当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。た

だし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

（２）短時間勤務職員のうち、通勤のため交通用具等を使用する者で、年間を通じ

て通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たないものに

対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に1 0 0分の50を減じ

て得た額とする。 

（３）再任用職員の義務教育等教員特別手当については、別表第４に定める額とす

る。 

（４）短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間が割振

られた日（休日給が支給される日を除く｡)において正規の勤務時間を超えてし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間と

の合計が７時間45分に達するまでの勤務にあっては、それが個別契約の時間を

超えていた場合であっても、1 0 0分の1 0 0（深夜の場合は1 0 0分の1 2 5）と

し、それ以外の勤務にあっては、常勤職員についての取扱と同様とする。 

（５）再任用職員の給与規則第36条第２項の規定の適用については、同項中「1 0 0

分の126.25」とあるのは、「1 0 0分の71.25」とする。 

（６）再任用職員の給与規則第37条第２項の規定の適用については、同項中「1 0 0

分の106.25」とあるのは、「1 0 0分の51.25」とする。 

（給与の計算期間及び支払日） 

第１６条 給与の計算期間及び支払日は、給与規則第２条に定める常勤職員の例に

よるものとする。 

（給与の支払） 

第１７条 この規則に基づく給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとす

る。ただし、労基法第24条に基づく協定に定めるものは、これを控除して支払う

ことができるものとする。 

２ 前項の給与は、原則として、職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによっ

て支払う。 

３ 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。 

（退職手当の不支給） 

第１８条 再任用職員には退職手当を支給しない。 

（細則） 

第１９条 この規則に定めのない事項は、そのつど決定し、必要に応じ細則又は内



規をもって定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成16年４月１日より施行する。 

（任期の末日の経過措置） 

２ 再任用職員の任期の末日について、次の表に該当する者は、第６条の規定にか

かわらず、生年月日に応じた任期の末日までとする。 

生年月日 任期の末日 

昭和16年４月２日から昭和18年４月１日まで 満61歳に達する日以後における最初の３月31日以前 

昭和18年４月２日から昭和20年４月１日まで 満62歳に達する日以後における最初の３月31日以前 

昭和20年４月２日から昭和22年４月１日まで 満63歳に達する日以後における最初の３月31日以前 

昭和22年４月２日から昭和24年４月１日まで 満64歳に達する日以後における最初の３月31日以前 

 

附 則 

この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年11月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成21年６月25日から施行し、平成21年６月１日から適用する。 

２ 平成21年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第１項第５号及

び第６号の規定の適用については、第５号中「1 0 0分の75」とあるのは「1 0 0分

の70」と､｢1 0 0分の65」とあるのは「1 0 0分の60」と､｢1 0 0分の40」とあるのは

「1 0 0分の35」と、第６号中「1 0 0分の35」とあるのは「1 0 0分の30」と､｢1 0 0

分の45」とあるのは「1 0 0分の40」とする。 

附 則 

この規則は、平成21年12月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成22年12月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成23年８月１日から施行する。 



附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成25年３月28日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年12月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受け

る俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には、

平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給とし

て支給する。ただし、別に定める職員は除くものとする。 

附 則 

この規則は、平成27年５月14日から施行し、平成27年５月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成28年３月３日から施行し、平成27年12月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成29年３月２日から施行し、平成28年12月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成30年３月15日から施行し、平成29年12月１日から適用する。

附 則 

１ この規則は、平成31年３月20日から施行し、平成30年12月１日から適用する。 

２ 平成30年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第５項及び第６

項の規定の適用については、第15条第５項中「1 0 0分の72.5」とあるのは「1 0 0

分の137.5」と、「1 0 0分の1 1 0」とあるのは「1 0 0分の117.5」と、「1 0 0分の

70」とあるのは「1 0 0分の77.5」と、第37条第２項中「100分の90」とあるのは

「1 0 0分の100」と、「1 0 0分の1 1 0」とあるのは「1 0 0分の120」と、「1 0 0分

の95」とあるのは「1 0 0分の105」とする。 

附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行し、令和元年12月１日から適用する。 

２ 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第15条第６項の規定の適用について

は第37条第２項中「1 0 0分の100」とあるのは「1 0 0分の52.5」と、「11 0 0分の

1 2 0」とあるのは「1 0 0分の61」と、「1 0 0分の1 0 5」とあるのは「1 0 0分の

50」とする。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



附 則 

この規則は、令和４年６月23日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第10条関係） 

在職期間 １月

に達

する

まで

の期

間 

１月

を超

え２

月に

達す

るま

での

期間 

２月

を超

え３

月に

達す

るま

での

期間 

３月

を超

え４

月に

達す

るま

での

期間 

４月

を超

え５

月に

達す

るま

での

期間 

５月

を超

え６

月に

達す

るま

での

期間 

６月

を超

え７

月に

達す

るま

での

期間 

７月

を超

え８

月に

達す

るま

での

期間 

８月

を超

え９

月に

達す

るま

での

期間 

９月

を超

え10

月に

達す

るま

での

期間 

10月

を超

え11

月に

達す

るま

での

期間 

11月

を超

え１

年未

満の

期間 

１週間

の勤務

日の日

数 

５日 ２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日 

４日 １日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

３日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

２日 １日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 

 



別表第２（第10条関係） 

在職期間 １月

に達

する

まで

の期

間 

１月

を超

え２

月に

達す

るま

での

期間 

２月

を超

え３

月に

達す

るま

での

期間 

３月

を超

え４

月に

達す

るま

での

期間 

４月

を超

え５

月に

達す

るま

での

期間 

５月

を超

え６

月に

達す

るま

での

期間 

６月

を超

え７

月に

達す

るま

での

期間 

７月

を超

え８

月に

達す

るま

での

期間 

８月

を超

え９

月に

達す

るま

での

期間 

９月

を超

え10

月に

達す

るま

での

期間 

10月

を超

え11

月に

達す

るま

での

期間 

11月

を超

え１

年未

満の

期間 

１

週

間

当

た

り

の

勤

務

時

間 

 

30時間を超え

31時間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

29時間を超え

30時間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 15日 

28時間を超え

29時間以下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ９日 10日 11日 12日 14日 15日 

27時間を超え

28時間以下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 10日 11日 12日 13日 14日 

26時間を超え

27時間以下 

１日 ２日 ３日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 

25時間を超え

26時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

24時間を超え

25時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

23時間を超え

24時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

22時間を超え

23時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

21時間を超え

22時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 11日 

20時間を超え

21時間以下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 

19時間を超え

20時間以下 

１日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 

18時間を超え

19時間以下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 10日 

17時間を超え

18時間以下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 

16時間を超え

17時間以下 

１日 １日 ２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 

15時間を超え

16時間以下 

１日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 ８日 ８日 

 



別表第３（第12条関係） 

 

イ 一般職俸給表（一） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 

俸給月額 200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 462,400 544,100 

 

ロ 一般職俸給表（二） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

俸給月額 206,200 217,300 235,900 257,800 290,200 

 

ハ 教育職俸給表（一） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

俸給月額 248,900 298,500 309,800 332,500 419,500 557,300 

 

ニ 教育職俸給表（二） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

俸給月額 247,200 288,900 348,200 436,000 

 

ホ 医療職俸給表 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

俸給月額 248,800 269,700 277,300 288,100 305,100 343,600 389,000 

 

 

別表第４（第15条関係） 

       俸給表 

 級 教育職俸給表（二） 

１級 8,000円 

２級 9,700円 

３級 12,800円 

４級 16,300円 

 

 

 


